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（目的） 

第１条 この要綱は、震災時に発生する火災、倒壊等の危険性が高い

地域内において、木造住宅の建替えに係る費用の一部を助成するこ

とによりその建替えを促進し、耐震性、防火性及び地域環境の向上

を図り、もって地震に強い安全なまちづくりに資することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

⑴  簡易耐震診断 中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱（２００

４年中野区要綱第４８号）第２条第３号に規定する簡易耐震診断

をいう。 

⑵  整備地域 東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０

２号）第１３条第２項第２号に規定する整備地域をいう。 

⑶  木造住宅 昭和５６年５月３１日以前に木造在来工法により建

築された一戸建て住宅、長屋、共同住宅その他区長が認めるもの

をいう。 

（助成の対象となる建替え） 

第３条 この要綱による助成金（以下「助成金」という。）は、木造

住宅の建替えについて、次の各号のいずれにも該当する場合に交付

するものとする。 

⑴  整備地域内又は東京都震災対策条例第１２条第１項の規定に基



づき都知事が定めた火災危険度のランクが４以上の地域内の木造

住宅（以下「既存住宅」という。）を除却して建て替えるもので

あること。 

⑵  既存住宅の簡易耐震診断の結果が総合評点１．０未満であるこ

と。 

⑶  建替え後の住宅が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以

下「法」という。）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は

同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

⑷  既存住宅が防火地域内にある場合又は既存住宅の前面道路の幅

員が６．０メートル以上である場合を除き、建替え後の住宅の外

壁面について道路境界より離隔距離が有効で５０センチメートル

以上あること。 

⑸  道路に面して塀を設置する場合は、当該塀が生垣であり、又は

当該塀の高さ４０センチメートル以上の部分がフェンスであるこ

と。 

⑹  建替えに併せて家具の転倒防止器具の取付けを行うものである

こと。 

⑺  既存住宅が防火地域内にある場合を除き、当該既存住宅に係る

敷地が中野区みどりの保護と育成に関する条例（昭和５３年中野

区条例第４２号）第２０条に規定する規則により定める面積の敷

地に該当しない場合は、当該敷地の面積に１から建ぺい率（法第

５３条第１項及び第２項の規定による同条第１項に規定する建ぺ

い率の最高限度をいう。）を控除して得た数値を乗じて得た面積

の１０分の１の面積以上の部分を緑化するものであること。 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付を受けることができる者は、既存住宅の所有者

（建替え後も引き続き当該住宅を所有する者に限る。）その他区長

が特に認める者で、特別区民税（市町村民税を含む。）及び既存住



宅に係る固定資産税を滞納していないものとする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、建替え後の住宅の延べ面積が１２５平方メー

トル未満の場合にあっては４０万円、１２５平方メートル以上の場

合にあっては８０万円とする。 

(助成金の交付申請)  

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、当該助成金の対象とな

る建築物（以下「助成対象建築物」という。）の工事着工前に、建

替え助成申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、区長

に申請しなければならない。    

⑴  既存住宅の全部事項証明書 

⑵  土地の全部事項証明書（借地の場合は、借地承諾書）及び地図

に準ずる図面の写し 

⑶  申請者の住民票の写し 

⑷  申請者の住民税の納税証明書（当該年度及び前年度のもの） 

 ⑸  付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、構造詳細図等 

⑹  外構図（門、塀、植栽、敷地内通路、庭園等の外部構成を記載

した図面をいう。以下同じ。）（塀等の構造詳細図を含む。）及

び緑化計画書 

⑺  委任状（代理人による申請の場合に限る。） 

 ⑻  助成対象建築物に係る法第６条第１項又は第６条の２第１項に

規定する確認済証の写し（以下「確認済証の写し」という。） 

⑼  前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 助成金の交付を受けようとする者は、申請書に確認済証の写しを

添付できない場合において、区長が助成金の交付を決定する前まで

に、確認済証の写しを区長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定による申請及び確認済証の写しの提出が



あったときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付の可否を決

定する。 

２ 区長は、助成金を交付することを決定したときは建替え助成決定

通知書（第２号様式）により、助成金を交付しないことを決定した

ときは建替え助成対象外通知書（第３号様式）により、申請者に通

知するものとする。 

 （助成金の交付申請に係る事項の変更） 

第８条  助成金の交付の決定 を受けた者（以下「助成決定者」とい

う。）が、第６条の規定により申請した事項を変更しようとすると

きは、建替え助成内容変更申請書（第４号様式）に当該変更の内容

を証する書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容

を承認したときは、建替え助成内容変更承認通知書（第５号様式）

により、助成決定者に通知する。 

 （助成金の交付申請の取下げ） 

第９条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、建替

え助成申請取下届（第６号様式）により、区長に届け出なければな

らない。 

⑴  当該助成金の交付に係る建替えを取りやめたとき。 

⑵  当該助成金の交付に係る建替えについて、第３条各号のいずれ

かに該当しなくなったとき。 

⑶  助成決定者が第４条に規定する者に該当しなくなったとき。 

⑷  前３号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。 

 （実績報告） 

第１０条 助成決定者は、当該助成金の交付に係る建替えについて法

第７条第１項又は第７条の２第１項の検査を受け、法第７条第５項

又は第７条の２第５項の検査済証を、建替え助成実績報告書（第７

号様式）に添えて、区長に報告しなければならない。 



 （助成金の額の決定） 

第１１条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容

を審査のうえ、助成金の額を決定し、建替え助成助成金交付決定通

知書（第８号様式）により助成決定者に通知する。 

 （助成金の交付） 

第１２条 前条の規定による通知を受けた助成決定者は、建替え助成

助成金交付請求書（第９号様式）により助成金の交付を区長に請求

することができる。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく助成金

を交付する。  

 （現地調査等） 

第１３条 区長は、助成金の交付に係る住宅について必要に応じて現

地調査等を行うものとする。 

 （規則の適用） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な

事項は、中野区補助金等交付規則（昭和４０年中野区規則第２９

号）の定めるところによる。 

 （補則） 

第１５条 第１号様式から第９号様式までの様式その他この要綱の施

行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、２００７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、２０１０年４月１日から施行する。 


